
告 示

�愛媛県告示第１０３７号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成２９年９月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１０３８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光

室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２９年９月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

（仮称）ＤＣＭダイキ余戸店

松山市余戸中６丁目７２９番地 外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

ＤＣＭダイキ株式会社

松山市美沢一丁目９番１号

代表取締役 小島 正之

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

ＤＣＭダイキ株式会社

松山市美沢一丁目９番１号

代表取締役 小島 正之

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成３０年５月１４日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

２，６５０平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

７０台

イ 駐輪場の収容台数

７０台

ウ 荷さばき施設の面積

６０平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

２０立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前６時３０分 閉店時刻 午後９時３０分

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

５箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時３０分から午後９時３０分まで

２ 届出年月日

平成２９年９月１３日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 救急病院の協力申出……………………………………………………………………………………………………………………………………（医療対策課）…６６１

○ 大規模小売店舗の新設の届出の概要等（２件）……………………………………………………………………………………………………（経営支援課）…６６１

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等（２件）……………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…６６２

○ 農用地利用配分計画の認可申請……………………………………………………………………………………………………（農政課農地・担い手対策室）…６６３

○ 保安林予定森林…………………………………………………………………………………………………………………………………………（森林整備課）…６６３

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第８条による特定施設の構造等の変更の許可申請の概要…………………………………………（東予地方局環境保全課）…６６４

○ 建設業者の許可の取消し（２件）……………………………………………………………………………………（東予地方局管理課、南予地方局管理課）…６６５

○ 開発行為に関する工事の完了…………………………………………………………………………………………………………………（南予地方局管理課）…６６６

○ 道路の供用開始（県道宇和島城辺線）……………………………………………………………………………………………（南予地方局愛南土木事務所）…６６６

○ 道路の供用開始（県道柳沢新谷停車場線）………………………………………………………………………………………（南予地方局大洲土木事務所）…６６６

○ 道路の区域変更（県道伊延東多田線）……………………………………………………………………………………………（南予地方局西予土木事務所）…６６７

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

西予市立西予市
民病院

西予市宇和町永長１４７番
地１ 西 予 市

平成３２年
９月２０日
まで

毎週（火・金）曜日発行 第２９１１号 平成２９年９月２２日

平成２９年９月２２日金曜日 第２９１１号

愛 媛 県 報
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産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１

月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第１０３９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光

室並びに松前町役場において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２９年９月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

（仮称）ドラッグコスモス松前店

伊予郡松前町南黒田４１５－１、４１７－３

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

株式会社コスモス薬品

福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号

代表取締役 宇野 正晃

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社コスモス薬品

福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号

代表取締役 宇野 正晃

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成３０年５月９日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，２１３平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

４５台

イ 駐輪場の収容台数

１０台

ウ 荷さばき施設の面積

２７平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

９立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

開店時刻 午前９時 閉店時刻 午後１０時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時３０分から午後１０時３０分まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

２ 届出年月日

平成２９年９月８日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部

産業振興課商工観光室並びに松前町役場において告示の日から１

月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１０４０号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支局商工観光室並びに今治市役所において告示の日

から４月間縦覧に供する。

平成２９年９月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ワールドプラザ 今治市東村甲７４５番
地 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社セブンスタ
ー ほか１６者

株式会社セブンスタ
ー ほか１７者

平成２９年
４月１日
ほか

平成２９年
９月１１日

２ 意見書の提出

愛 媛 県 報平成２９年９月２２日 第２９１１号

６６２
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�愛媛県告示第１０４２号
農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）

第１８条第１項の規定に基づき、農地中間管理機構公益財団法人えひ

め農林漁業振興機構から農用地利用配分計画の認可申請があった。

当該農用地利用配分計画は、愛媛県農林水産部農政企画局農政課

農地・担い手対策室において告示の日から２週間公衆の縦覧に供す

る。

平成２９年９月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

仙 波 是 敏 愛媛県東温市松瀬川
６７３番地

愛媛県東温市松瀬川
字廣見甲５１番ほか５
筆

７，７５２

渡 部 光右衛 愛媛県東温市松瀬川
１３０４番地１

愛媛県東温市松瀬川
字鳥ノ子甲９７１番１
ほか１筆

３，３６５

株式会社
みさき果樹園

愛媛県西宇和郡伊方
町中之浜３２８番地

愛媛県大洲市上須戒
２５７番ほか８筆 １９，４４３

２ 申請年月日

平成２９年９月１３日
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�愛媛県告示第１０４３号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２９年９月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

松山市横谷乙２３３の１、乙２３３の２、丙７、丙２０、丙２１、丙２３、

丙４０、丙４４、丙４７、丙５６、丙５９、丙６３、丙６７、丙６９、丙７２、丁１

から丁１０まで、丁１２、丁１５から丁１７まで、丁２６から丁３３まで、丁

６６から丁７０まで、丁７１の１、丁７１の２、丁７２、丁７３、丁７５の１、

丁７５の３、丁７５の４、丁７７の１、丁７７の２、丁７８から丁８２まで、

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支

局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１０４１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産

業経済部今治支局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２９年９月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

ワールドプラザ 今治市東村甲７４５番
地 外 荷さばき施設の位置及び面積 ９８５� １，０５８� 平成３０年

５月１２日
平成２９年
９月１１日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支

局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

愛 媛 県 報平成２９年９月２２日 第２９１１号

６６３
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丁８４、丁８５の１、丁８５の２、丁８６、丁８８、丁８９、丁９５

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び松山

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１０４４号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造等

の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び新居浜市役所において告示の日から３

週間公衆の縦覧に供する。

平成２９年９月２２日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

新居浜マテリアル株式会社

新居浜市王子町１番１号

代表取締役社長 永井 則文

２ 事業場の名称及び所在地

新居浜マテリアル株式会社

新居浜市王子町１番１号

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第６５号及び第６６号

４ 変更しようとする事項の内容

汚水等の処理の方法並びに排出水の汚染状態及び量

５ 汚水等の処理施設に関する事項

� 汚水処理施設Ⅰ

変 更 前 変 更 後

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目

処 理 前 処理後 処 理 前 処理後

中和処理系 ｐＨ調整系 処 理 前 計 処 理 後 計 中和処理系 ｐＨ調整系 処 理 前 計 処 理 後 計

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常
０．７～１．５
最大

０．５～１．２

通常
２．５～３．５
最大

２．０～４．０

通常
０．７～３．５
最大

０．５～４．０

通常
６．５～７．５
最大

６．０～８．０

通常
０．７～１．５
最大

０．５～１．２

通常
２．５～３．５
最大

２．０～４．０

通常
２．０～３．０
最大

１．５～３．５

通常
６．５～７．５
最大

６．０～８．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
１０．０
最大
２０．０

通常
２．０
最大
２．０

通常
４．１
最大
６．８

通常
２
最大
３

通常
１０．０
最大
２０．０

通常
２．０
最大
２．０

通常
４．１
最大
６．８

通常
２
最大
３

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
９．０
最大
１０．０

通常
５．０
最大
５．０

通常
５．８
最大
６．１

通常
５
最大
５

通常
９．０
最大
１０．０

通常
５．０
最大
５．０

通常
５．８
最大
６．１

通常
５
最大
５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１０
最大
１５

通常
１
最大
１

通常
３．４
最大
４．８

通常
１．０
最大
１．２５

通常
５．４
最大
１０．８

通常
０．７
最大
０．７

通常
２．０
最大
３．０

通常
０．６
最大
０．８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
０．２
最大
０．３５

通常
０．１
最大
０．１

通常
０．１
最大
０．１

通常
０．１
最大
０．１

通常
０．１
最大
０．１

通常
０．１
最大
０．１

通常
０．１
最大
０．１

通常
０．１
最大
０．１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
１４
最大
１８

通常
３７
最大
３７

通常
５１
最大
５５

通常
５１
最大
５５

通常
６．２
最大
８．２

通常
１６．８
最大
１６．８

通常
２３
最大
２５

通常
２３
最大
２５

備考 放流槽にて水質を確認後、１号排水口から公共用水域へ排出する。

愛 媛 県 報平成２９年９月２２日 第２９１１号

６６４
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� 汚水処理施設Ⅱ

６ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

１号排水口

�愛媛県告示第１０４５号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２９年９月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

変 更 前 変 更 後

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目

処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後

イオン
交換系 蒸留系 濃縮系 処理前

計 蒸留系 濃縮系 イオン
交換系 蒸留系 濃縮系 処理前

計 蒸留系 濃縮系

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常
８．９～９．５
最大

８．０～１０．０

通常
３．０～５．０
最大

２．０～６．０

通常
１０．０～１１．５
最大

１０．０～１２．５

通常
３．０～１１．５
最大

２．０～１２．５

通常
７．５～８．５
最大

７．５～８．５

通常
１２．０～１３．５
最大

１２．０～１３．５

通常
８．９～９．５
最大

８．０～１０．０

通常
３．０～５．０
最大

２．０～６．０

通常
１０．０～１１．５
最大

１０．０～１２．５

通常
３．０～１１．５
最大

２．０～１２．５

通常
７．５～８．５
最大

７．５～８．５

通常
１２．０～１３．５
最大

１２．０～１３．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
５．０
最大
５．０

通常
１０．０
最大
２０．０

通常
１４０．８
最大
１６０．３

通常
１１．２
最大
１４．６

通常
４，６００
最大
５，０００

通常
２，５７７
最大
２，６７７

通常
２．０
最大
２．０

通常
１０．０
最大
２０．０

通常
１４９．８
最大
１６９．７

通常
１１．７
最大
１６．１

通常
４，８０５
最大
５，２２３

通常
２，６９２
最大
２，７９６

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
６．９
最大
７．４

通常
７．１
最大
９．０

通常
１１．０
最大
１１．０

通常
７．１
最大
７．９

通常
５１０
最大
５６０

通常
２，８８６
最大
４，６２０

通常
５．０
最大
５．８

通常
５．０
最大
７．１

通常
５．０
最大
５．０

通常
５．０
最大
６．２

通常
３５９
最大
３９４

通常
２，０３２
最大
３，２５３

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１０．０
最大
１４．５

通常
３．１
最大
５．６

通常
１５０
最大
２００

通常
１３．２
最大
１８．９

通常
５００
最大
５５０

通常
４，２００
最大
５，６００

通常
１０．０
最大
１４．２

通常
３．３
最大
６．０

通常
１５０
最大
２００

通常
１４．５
最大
２０．６

通常
５４９
最大
６０４

通常
４，１６４
最大
５，５５２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
０．１
最大
０．２

通常
０．１
最大
０．１

通常
３０．０
最大
５０．０

通常
１．２
最大
２．０

通常
３．０
最大
３．３

通常
４５０
最大
７２５

通常
０．１
最大
０．３

通常
０．１
最大
０．１

通常
３０．０
最大
５０．０

通常
１．５
最大
２．７

通常
３．８
最大
４．２

通常
５６３
最大
９０６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
１８２．７
最大
２０１．１

通常
６９．１
最大
７６．１

通常
９．３
最大
１０．５

通常
２６１．１
最大
２８７．７

通常
５．０
最大
５．０

通常
０．６
最大
０．８

通常
１１３．５
最大
１２４．９

通常
５９．３
最大
６５．３

通常
８．７
最大
９．８

通常
１８１．５
最大
２００

通常
５．０
最大
５．０

通常
０．４
最大
０．６

備考 当汚水処理施設から公共用水域への排出はない。

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３．０

最大 ５．７

通常 ３．１

最大 ５．９

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４．８

最大 ９．６

通常 ４．８

最大 ９．６

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３．１１

最大 ４．２１

通常 ３．３

最大 ４．５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．３２

最大 ０．５８

通常 ０．３４

最大 ０．６２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３４１

最大 ３９２

通常 ３１３

最大 ３６２

備考 １号排水口は、生活排水、工程排水、冷却水及び雨水を排出する。

愛 媛 県 報平成２９年９月２２日 第２９１１号

６６５
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�愛媛県告示第１０４６号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２９年９月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０４７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２９年９月２２日

愛媛県南予地方局長 佐 伯 登志男

�愛媛県告示第１０４８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年９月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０４９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年９月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２８）第２２６４号 平成２８年
１２月８日 �横井産業 横井 大輝 新居浜市黒島１－６－３２ 平成２９年

８月２１日 機械器具設置工事業 建設業の廃止

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２７）第１５８４８号 平成２７年
１１月９日 �大塚電気 大塚 昭則 西予市宇和町小野田２３９ 平成２９年

８月８日 電気工事業、管工事業 建設業の廃止

（般－２６）第１７４３２号 平成２６年
１２月２５日 �中田工務店 中田 隆洋 八幡浜市保内町川之石１３

番耕地３８５－３
平成２９年
８月２４日

大工工事業、屋根工事業
タイル・レンガ・ブロック
工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止
（一部）

（特－２４）第７０５１号 平成２４年
９月１６日 �むらかみ 中森 尚子 大洲市長浜町下須戒甲１２

７１
平成２９年
８月３１日

建築工事業、大工工事業
屋根工事業
タイル・レンガ・ブロック
工事業
鋼構造物工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２９南局管（開）第１号

平成２９年９月１３日
北宇和郡鬼北町大字近永 ４５５番２、４５５番１０、４９５番１、４９５番４

宇和島市曙町１番地

宇和島地区広域事務組合

組合長 石 橋 寛 �

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和島城辺線
南宇和郡愛南町僧都２３番２から

同町僧都１３番２まで
平成２９年９月２２日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 柳沢新谷停車場線
大洲市喜多山乙２０６番１地先から

同市喜多山乙１９７番６まで
平成２９年９月２２日

愛 媛 県 報平成２９年９月２２日 第２９１１号

６６６



�愛媛県告示第１０５０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年９月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 伊延東多田線
西予市宇和町東多田８７番１地先から

同町東多田３７５番２まで

旧 ４．６～１８．１ ０．１１０

新 ９．７～２１．５ ０．１１０

平成２９年９月２２日 発行

愛 媛 県 報平成２９年９月２２日 第２９１１号

６６７


